
各務原市公共事業用地取得に伴う代替地登録制度実施要綱  

平成３年９月３０日決裁  

 

(趣旨 ) 

第１条 この要綱は、市の公共事業の施行に伴う事業用地（以下「公共事業

用地」という。）の所有者（以下「被買収者」という。）の代替地要望に速や

かに応え、公共事業用地取得の円滑化を図るため、代替地登録制度に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

(代替地の登録 ) 

第２条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録を希望する

者（以下「登録者」という。）は、代替地登録申請書・登録土地カード（様

式第１号）により、市長に申請し、登録を受けるものとする。  

２ 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件

を満たしたものとする。  

（１）１区画の面積がおおむね２００平方メートル以上であること。  

（２）所有権、所有面積及び境界が明確であること。  

（３）所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が売買

される日前までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認め

るときは、この限りでない。  

３ 市長は、第１項の申請があった土地について、内容を審査し、代替地と

して適当と認めるときは、登録土地カードとして整備し、管理するものと

する。  

（資料の提供）  

第３条 市長は、代替地として登録された土地（以下「登録土地」という。）

について常に現況を把握し、代替地を希望する被買収者に対し、必要に応

じ、登録土地に関する資料を提供するものとする。  

（登録土地の提供）  

第４条 代替地を希望する被買収者が登録土地の取得を希望するときは、登

録土地取得申請書（様式第２号）により市長に申請するものとする。  

２ 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を調査

するとともに、被買収者と登録者との調整を行い、当該登録土地の売買に

係る事務を行うものとする。  

３ 登録者は、当該登録土地に係る契約にあたり、登録土地について宅建業

者と媒介契約がある場合は、登録者の責任において処理しなければならな

い。  

（登録土地の取消及び変更）  

第５条 登録者は、その登録土地について登録を取り消し、又は登録内容を

変更しようとするときは、速やかに代替地登録取消・変更申請書（様式第

３号）を市長に提出しなければならない。  

（登録の有効期限）  

第６条 登録の有効期限は、登録又は変更の日から２年間とし、再登録する

ことができる。  



（秘密の保持）  

第７条 この要綱に基づき事務に従事する者及び資料の提供を受けた者は、

この情報を他に漏らしてはならない。  

（補則）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、代替地登録制度に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

 

 

付 則  

 

この要綱は、平成３年１０月１５日から施行する。  


